
昭
和
二
十
五
年
十
二
月
二
十
三
日
受
領

（
質
問
の

一
五
）

答

弁

第

一

五

号

内
閣
衆
質
第
一
五
号

昭
和
二
十
五
年
十
二
月
二
十
三
日

内
閣
総
理
大
臣

吉

田

茂

衆

議

院

議

長

幣

原

喜

重

郞

殿

衆
議
院
議
員
米
原
昶
君
提
出
国
税
の
滯
納
整
理
に
お
け
る
人
権
及
び
財
産
権
尊
重
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁

書
を
送
付
す
る
。

一



衆
議
院
議
員
米
原
昶
君
提
出
国
税
の
滯
納
整
理
に
お
け
る
人
権
及
び
財
産
権
尊
重
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る

答
弁
書

本
件
に
つ
い
て
は
、
目
下
実
情
に
つ
き
愼
重
に
調
査
中
で
あ
る
か
ら
、
調
査
完
了
次
第
回
答
す
る
こ
と
と
い
た
し
た
い
。

右
答
弁
す
る
。

三



昭
和
二
十
六
年
一
月
二
十
六
日
受
領

（
質
問
の

一
五
）

答
弁
第
一
五
号
（
追
加
）

内
閣
衆
質
第
一
五
号
属

昭
和
二
十
六
年
一
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

吉

田

茂

衆

議

院

議

長

幣

原

喜

重

郞

殿

衆
議
院
議
員
米
原
昶
君
提
出
国
税
の
滯
納
整
理
に
お
け
る
人
権
及
び
財
産
権
尊
重
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
を

別
紙
の
と
お
り
追
送
す
る
。

追
て
、
本
答
弁
書
は
、
昭
和
二
十
五
年
十
二
月
二
十
三
日
内
閣
衆
質
第
一
五
号
を
も
つ
て
調
査
の
上
追
て
回
答
す
る

旨
答
弁
し
た
も
の
の
追
送
で
あ
る
か
ら
、
念
の
た
め
申
添
え
る
。

一



衆
議
院
議
員
米
原
昶
君
提
出
国
税
の
滯
納
整
理
に
お
け
る
人
権
及
び
財
産
権
尊
重
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る

追
加
答
弁
書

一

本
件
に
つ
い
て
実
情
調
査
の
結
果
、
そ
の
経
緯
は
左
の
と
お
り
で
あ
る
。

１

本
人
は
、
更
正
所
得
額
二
十
一
万
五
千
五
百
八
十
九
円
に
対
し
て
、
所
得
を
十
三
万
九
千
円
と
主
張
し
、
こ
れ
に
つ

い
て
の
所
得
税
は
、
差
押
前
ま
で
に
納
付
し
て
い
る
。
（
質
問
主
意
書
に
「
本
人
の
主
張
十
七
万
円
に
対
し
て
は
、
差
押

に
先
だ
ち
、
完
納
済
」
と
あ
る
の
は
誤
り
。
）

２

そ
の
後
、
更
正
額
に
対
す
る
所
得
税
の
納
付
が
な
か
つ
た
た
め
、
昭
和
二
十
五
年
九
月
二
十
二
日
に
財
産
差
押
を
行

つ
た
が
、
そ
の
直
後
、
本
人
は
一
万
円
を
納
付
し
た
。
（
こ
れ
に
よ
り
納
付
額
合
計
は
、
加
算
税
等
を
含
め
、
所
得
十

五
万
七
千
円
相
当
額
と
な
つ
た
。
）

３

本
人
の
目
黒
税
務
署
出
頭
に
際
し
、
税
務
署
職
員
は
、
「
訂
正
す
る
見
込
が
あ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
処
分
を
留
保
す

る
。
」
と
一
般
的
答
弁
を
行
つ
た
。
（
質
問
主
意
書
に
「
訂
正
の
見
込
あ
る
に
つ
き
」
と
あ
る
の
は
誤
り
。
）

三



４

本
人
に
対
し
て
、
そ
の
後
引
揚
前
の
納
付
を
促
し
た
が
応
じ
な
か
つ
た
の
で
、
十
月
十
八
日
や
む
な
く
引
揚
を
行

い
、
公
売
に
附
し
た
と
こ
ろ
、
十
一
月
十
六
日
ま
で
に
写
真
機
二
個
を
残
し
て
他
が
売
却
せ
ら
れ
、
そ
の
代
金
は
、
八

千
八
百
三
十
五
円
で
あ
つ
た
。

５

そ
の
後
、
再
調
査
の
結
果
所
得
金
額
を
十
七
万
六
百
十
円
に
訂
正
す
る
こ
と
を
相
当
と
認
め
、
十
二
月
七
日
に
減
額

訂
正
を
行
つ
た
。
（
質
問
主
意
書
に
平
野
事
務
官
が
「
す
で
に
ほ
ぼ
君
の
主
張
通
り
で
訂
正
通
知
が
出
て
い
る
。
」
と
言

つ
た
と
あ
る
が
、
か
か
る
事
実
は
な
い
。
又
、
「
前
後
の
事
情
等
に
よ
り
、
同
人
の
所
得
に
つ
い
て
は
、
物
件
引
上
げ

を
実
施
す
る
ま
で
の
間
に
、
訂
正
が
な
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
」
と
あ
る
の
も
誤
で
あ
る
。
）

６

な
お
、
本
人
に
つ
い
て
は
、
こ
の
他
左
の
滯
納
税
金
が
あ
る
。

昭
和
二
十
三
年
度
所
得
税
一
万
千
七
百
二
十
九
円

昭
和
二
十
四
年
度
取
引
高
税
四
千
百
十
円

（
昭
和
二
五
、
一
二
、
三
一
現
在
の
延
滯
金
等
を
含
む
額
）

四



二

質
問
に
対
す
る
当
方
の
見
解
は
、
左
の
と
お
り
で
あ
る
。

１

質
問
の
第
一
点
に
つ
い
て

そ
の
経
緯
に
明
ら
か
な
如
く
、
本
人
の
所
得
税
額
は
、
「
税
務
署
の
決
定
せ
る
所
得
」
に
つ
い
て
は
、
滯
納
処
分
前
の

も
の
に
つ
い
て
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
後
の
減
額
訂
正
分
と
比
較
し
て
も
、
「
完
納
済
」
に
は
な
つ
て
い
な
い
。
従
つ
て
、

財
産
の
差
押
、
物
件
の
引
揚
及
び
公
売
は
、
法
律
に
従
つ
て
適
正
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
つ
て
、
減
額
訂
正
の
決
定
が

遅
れ
た
こ
と
は
遺
憾
で
あ
る
が
、
違
憲
行
為
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

２

質
問
の
第
二
点
に
つ
い
て

前
述
の
と
お
り
、
こ
の
公
売
処
分
は
全
く
租
税
徴
收
の
必
要
上
の
行
為
で
あ
つ
て
「
納
税
者
と
の
一
応
の
了
解
事
項
」

な
る
も
の
も
存
在
し
て
い
な
い
。

従
つ
て
、
当
該
職
員
は
、
職
権
を
濫
用
し
た
も
の
で
は
な
い
。

３

質
問
の
第
三
点
に
つ
い
て

五



公
売
が
前
記
の
よ
う
に
適
法
に
な
さ
れ
て
い
る
以
上
、
賠
償
の
必
要
は
認
め
ら
れ
な
い
。

な
お
、
本
人
は
、
昭
和
二
十
三
年
度
所
得
税
及
び
昭
和
二
十
四
年
度
取
引
高
税
合
計
一
万
五
千
八
百
余
円
の
滯
納
が
あ

る
の
で
、
公
売
代
金
の
残
額
五
百
二
十
一
円
は
、
こ
れ
に
充
当
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
還
付
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

右
答
弁
す
る
。

六


